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１ 富山市の子育て支援の現状について

（１）人口の推移

   本市の人口の推移をみると、平成 22 年の 421,953 人をピークに減少に転じる見込みであ

ります。

  資料：富山市総合計画後期計画

（２）児童数の推移（０～５歳児）

   本市の０歳から５歳までの児童数は、減少し続けており、少子化が進展しています。

資料：各年３月末日現在における住民基本台帳に基づく人口

資料 4-1 

(人) 
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（３）出生児数の推移

   出生児数は減少しており、少子化が進展しています。

（４）合計特殊出生率の推移

   １人の女性が生涯に生む子どもの数の理論値である合計特殊出生率は、人口を一定の規模

で保持する水準（2.08 前後）を大きく下回っております。

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
富 山 市 1.38 1.35 1.38 1.35 1.39 1.41 1.46 1.40
富 山 県 1.37 1.37 1.34 1.34 1.38 1.37 1.42 1.37 1.42
全 国 1.29 1.26 1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41

資料：富山県、全国は厚生労働省「人口動態統計」、富山市は、富山県医務課から送付される人口動態統

計の数値をもとに計算
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（５）就学前児童の状況

   本市における就学前児童の状況を把握するため、基礎となる資料をもとにその概要を表し

たものです。（各資料の時点等が異なるため、正確な値ではありません。）

   ０～１歳児については、施設に通わずに在宅で過ごしている児童が最も多く、２～５歳児

については、保育所に通っている児童が最も多くなっています。

（単位：人）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

保育所 309 1,481 1,754 2,056 2,096 2,109 9,805

市立 89 471 613 731 767 772 3,443
私立 220 1,010 1,141 1,325 1,329 1,337 6,362

幼稚園 1,219 1,345 1,348 3,912

市立 180 224 225 629
国立 26 37 40 103
私立 1,013 1,084 1,083 3,180

20 96 105 53 42 32 348

2,910 1,819 1,546 175 67 98 6,615

3,239 3,396 3,405 3,503 3,550 3,587 20,680

認可外保育施設

在宅等

就学前児童数

資料：就学前児童数は、平成 25 年 3 月末日の住民基本台帳に基づく人口

   保育所は平成 25 年 4 月 1 日、幼稚園児童数は平成 25 年 5 月 1 日の数値

   認可外保育施設は平成 24 年 10 月 1 日の数値（一部年齢が 6 歳に達した児童を含まない。）

   保育所在籍児童数は市内施設に入所する児童数（市外児童を除く。）

   私立幼稚園、認可外保育施設の在籍児童数には、市外児童が混在する。

  在宅等児童数は就学前児童数から保育所、幼稚園、認可外保育施設児童数を差し引いた推計値
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２ 保育所・幼稚園等の状況

（１） 保育所の状況 ＜市立４３園、私立４３園 ＞

本市では、「待機児童」は発生していません。

（単位：人）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

H18 298 1,113 1,505 2,069 2,183 2,181 9,349

H19 277 1,128 1,552 2,046 2,125 2,208 9,336

H20 301 1,195 1,542 2,084 2,148 2,162 9,432

H21 310 1,275 1,600 2,007 2,111 2,162 9,465

H22 314 1,334 1,680 2,048 2,047 2,125 9,548

H23 297 1,393 1,700 2,071 2,094 2,045 9,600

H24 296 1,426 1,747 2,056 2,108 2,115 9,748

H25 309 1,481 1,754 2,056 2,096 2,109 9,805

+11 +368 +249 -13 -87 -72 +456

資料：こども福祉課データより 各年 4 月 1 日現在
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（２）幼稚園の状況

ア 幼稚園数と入園児童数の推移                 （単位：か所、人）

施設数 入園児数 施設数 入園児数 施設数 入園児数 施設数 入園児数

H20 15 682 1 127 29 3,691 45 4,500

H21 15 632 1 120 29 3,572 45 4,324

H22 13 659 1 119 29 3,513 43 4,291

H23 13 661 1 117 29 3,414 43 4,192

H24 12 646 1 106 29 3,346 42 4,098

H25 12 629 1 103 28 3,180 41 3,912

-4 -588

合計私立幼稚園国立幼稚園市立幼稚園

資料：学校教育課データより 各年 5 月 1 日現在

イ 年齢別入園児の推移             （単位：人）

満３歳 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

H20 28 1,356 1,580 1,536 4,500

H21 28 1,268 1,471 1,557 4,324

H22 24 1,349 1,421 1,497 4,291

H23 23 1,277 1,462 1,430 4,192

H24 26 1,256 1,349 1,467 4,098

H25 34 1,185 1,345 1,348 3,912

資料：学校教育課データより 各年 5 月 1 日現在
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（３）認可外保育施設の状況

「認可外保育施設」とは、保育所と同様の業務を目的とする施設であって、都道府県（指

定都市及び中核市の市長を含む）から認可を受けていないものであって、このうち、①夜８

時以降の保育、②宿泊を伴う保育、③一時預かりの子どもの利用が半数以上、のいずれかを

常時運営している施設については、「ベビーホテル」といいます。

  ア 施設の経営形態

うち院内保育施設（内数） (10)

ベビーホテル

その他

合計 25

経営形態 施設数（か所）

事業所内保育施設 16

3

6

  資料：認可外保育施設運営状況報告書より（平成２５年４月１日現在）

  イ 施設規模

在籍児童数
 50～
 　99人

 20～
 　49人

6～19
人

5人以下 合計

施設数（か所） 1 8 7 9 25

  資料：認可外保育施設運営状況報告書より（平成２５年４月１日現在）

ウ 利用児童数

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳以上 合計

児童数（人） 20 96 105 53 42 32 3 351

※小学生の放課後等の預かりを実施している施設については、６歳以上の数値に学童を含む。

  資料：認可外保育施設運営状況報告書より（平成２５年４月１日現在）
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３ 地域子ども・子育て支援事業対象事業の状況

（１）延長保育事業

   保護者の就労形態の多様化等に伴い必要となる保育に対応するため、午後６時以降におけ

る延長保育を実施しています。

 資料：こども福祉課データより 各年度における実績

（２）一時保育事業

   保護者の都合（仕事、通院や治療、冠婚葬祭、引越し等）により、お子さんを家庭で保育

できない場合に、事業の実施施設において一時的にお預かりします。

 資料：こども福祉課データより 各年度における実績

(人) (か所)

(人) (か所)
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（３）休日保育事業

保護者の都合（仕事、通院や治療、冠婚葬祭、引越し等）により、休日にお子さんを家庭

で保育できない場合に、事業の実施施設において一時的にお預かりします。

 資料：こども福祉課データより 各年度における実績

（４）病児・病後児保育事業

   病気や病気回復期のため集団保育が困難なお子さんで、保護者の勤務などの都合により、

家庭で保育できない場合にお預かりします。

   乳児院１か所、医療機関１か所、保育所２か所で実施しています。

 資料：こども福祉課データより 各年度における実績

(人) (か所)

(人) (か所)
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（５）体調不良児対応型病児・病後児保育事業

   実施保育所は担当の看護師を配置しており、保育所に通所中のお子さんが、保育中に突然

発熱した場合など、保護者が迎えに来るまでの間、お子さんをお預かりします。

 資料：こども福祉課データより 各年度における実績

(人) (か所)
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（６）放課後児童健全育成事業

本市の放課後児童健全育成事業の各種事業について、その利用数は総体的に増加傾向にあ

ります。

 資料：こども福祉課データより 各数値は各年度末の実績値

放課後児童クラブ、地域児童健全育成事業（子ども会）、地域ミニ放課後児童クラブの各利用児童延

べ人数を足し合わせた数値の推移
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

   仕事や家事の都合で子育てを手伝ってほしい方（依頼会員）と、子育てのお手伝いができ

る方（協力会員）を会員として登録し、相互間の仲介をします。

 資料：こども福祉課データより 活動回数は各年度における実績、会員数は各年度末の数

（人）


